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静岡県環境物品等の調達に関する基本方針

第１ 目的

静岡県における環境物品等の調達を計画的に推進するため、平成１３年４月に施

行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グリーン

購入法」という。）第１０条に基づき、これまでの静岡県のグリーン購入の方針で

あった「静岡県グリーン製品購入基本指針」を改定して、新たに「静岡県環境物品

等の調達に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を定め、静岡県の事務、

事業における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進し、環境への負荷の少な

い持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。

第２ 適用機関

この基本方針は、県の知事部局、企業局、議会事務局、各種委員会事務局、教育

委員会、警察本部に適用する。

第３ 調達推進に関する基本的方向

(1) 環境物品等の調達推進の意義

環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄与

し、それが更なる環境物品等の購入の促進につながる。

(2) 環境物品等の調達推進の基本的考え方

①環境物品等の調達に当たっては、価格や品質等に加え、環境保全の観点を考慮

する。

②環境物品等の調達に当たっては、地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物多様

性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目を包括的にとらえ、か

つ、資源採取から廃棄に至る物品等のライフサイクル全体についての環境負荷

の低減を考慮した物品等を選択する。

③調達総量を抑制するよう、物品等の合理的な使用等に努める。また、調達され

た環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄等に留意する。

④環境物品等の調達に当たっては、ＷＴＯ政府調達協定（特に同協定第 10 条技術

仕様書及び入札説明書の規定）との整合性に十分配慮する。

第４ 特定調達物品等の調達に関する基本的事項

(1) 特定調達物品等

① 県が重点的に調達すべき環境物品等の種類を「特定調達品目」という。

② 特定調達品目のうち、判断基準を満たす物品等を「特定調達物品等」という。

(2) 判断基準等の性格

特定調達物品等の具体的な購入に当たり、判断の客観的な指針とするために、

数値等の明確性が確保できる事項について判断基準を設定する。なお、より高い

環境性能に基づく調達を推進する観点から、一部の特定調達品目において、より

高い環境性能を示すものとして「基準値１」を、最低限満たすべきものとして

「基準値２」を設定する。

さらに、現時点で判断基準として一律に適用することが適当でない事項であっ

ても、環境負荷低減上、重要な事項については、配慮事項として基準に加える。

(3) 調達方針

円滑かつ適正なグリーン購入を推進するため、毎年度、環境物品等調達方針及
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び調達目標（以下「調達方針等」という。）を作成し、公表する。

(4) 公共工事の取扱い

公共工事については、県の調達の中でも金額が大きく、県民経済に大きな影響

力を有し、また県が率先して環境負荷の低減に配慮した公共工事を実施すること

は、民間事業者の取り組みを促す効果も大きいと考えられることから、積極的に

その調達を推進していくものとする。

なお、具体的な調達に当たっては、事業毎に必要とする強度や耐久性、機能の

確保について配慮し、併せてコスト縮減に留意する等、総合的な観点から検討を

進め、調達していくものとする。

第５ 特定調達品目及び判断基準等

特定調達品目及び判断基準等については、別記のとおりとする。

第６ 特定調達物品等以外の環境物品等

特定調達物品等以外の物品についても、環境物品等の調達推進の基本的な考え方

及び特定調達品目の判断基準などを参考にし、できる限り環境負荷の低減に資する

物品等の調達推進に努めるものとする。

また、役務については、本基本方針において特定調達品目として定められていな

い場合であっても環境負荷の低減に潜在的効果が考えられることから配慮するもの

とする。

また、一般に市販されている物品のみならず、各部局等の特別の注文により調達

する物品等についても、環境物品等の調達推進の基本的考え方及び特定調達品目の

判断基準などを参考として、その設計段階等のできるだけ初期の時点から、環境負

荷低減の可能性を検討し、実施に努めるものとする。

さらに、各部局等が調達する物品等にとどまらず、調達した物品等を輸送する際

に、低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切な大きさの自動車の使用を

求めること等調達に伴い発生する環境負荷についても可能な限り低減を図るように

努めることとする。

第７ 推進体制

基本方針及び調達方針は、「しずおかスマートオフィス実践プラン」の推進組織

である静岡県地球温暖化対策推進本部県庁率先行動推進部会において実施、推進す

るものとする。

ただし、その事務は、くらし・環境部環境局（環境政策課）及び出納局（用度

課）（以下「事務局」という。）で処理する。

第８ 実績報告及び公表

特定調達品目については、調達実績の結果を公表する。

なお取りまとめは、事務局において行い、静岡県地球温暖化対策推進本部県庁率

先行動推進部会に報告する。

第９ 環境物品等の情報提供

事務局においては、各部局等がグリーン購入を推進するために、グリーン製品の

情報を収集し、これを提供しなければならない。
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第 10 関係事業者に対する要請

物品等を納入する業者、役務の提供事業者、公共工事の請負事業者等に対して、

事業者自身が本調達方針に準じたグリーン購入を推進するよう働きかけるとともに、

物品の納入に際しては、原則として本調達方針で定められた自動車を利用するよう

働きかける。

事業者の選定に当たっては、その規模に応じてＩＳＯ１４００１、エコアクショ

ン２１により環境管理を行っている者、又は環境報告書を作成している者を優先し

て考慮するものとする。

第 11 方針の見直し

この方針は、社会情勢の変化、技術の進歩等に合わせて適宜見直しを行うものと

する。

（附則）

１ この方針は、平成１３年１０月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成１４年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成１５年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成１６年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成１７年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成１８年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成１９年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２０年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２１年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２２年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２３年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２４年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２５年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２６年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２７年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成２８年４月１日から施行する。
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（附則）

１ この方針は、平成２９年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成３０年４月１日から施行する。

（附則）

１ この方針は、平成３１年４月１日から施行する。


